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従業員等に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役を兼務しない執行役員および使用人ならびに当社子

会社の取締役および使用人（総称して「従業員等」といいます。）のうち一部の者（以下「対象従業員等」と

いいます。）に対し、譲渡制限付株式を付与する譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）

を導入することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記 

１．本制度の導入の目的  

本制度は、対象従業員等に対し、当社が発行または処分する譲渡制限付株式としての当社の普通株式の取得

機会を提供することで、従業員の資産形成の一助とすることに加え、当社の業績や、株価への意識を高めると

ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め、企業価値向上へのモチベーションを高めることを目的として

導入する制度となります。 

 

２．本制度の概要 

対象従業員等は、本制度に基づき当社または当社子会社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産とし

て払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。 

 

３．その他 

 譲渡制限付株式の割当に関するその他の具体的な内容につきましては、当社取締役会において決定されま

す。 

 

 また、本日開催の取締役会において、本制度のほか、取締役に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入するた

めの議案を 2025年３月 27日開催予定の第９期定時株主総会で付議することについて決議しております。詳細

につきましては本日開示の「取締役の役員報酬制度の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知

らせ」をご参照ください。 

 

以上 


